
２００９年４月２０日 

各 位 

株式会社みずほ銀行 

保険新商品の取扱開始について 

 株式会社みずほ銀行（頭取：西堀 利）は、２００９年４月２０日（月）より、全国の本支店で、定額個人年金

保険１商品、変額個人年金保険１商品、医療保険２商品について、新規に取り扱いを開始いたします  

（医療保険２商品については、一部の店舗で２００８年１１月２５日より取り扱いを開始しております）。 

当行では、万一に備える死亡保障機能をベースとし、資産運用や受取方法等でお客さまの豊かなセカン

ドライフの実現にお役立ていただける金融商品として、個人年金保険や一時払終身保険を、また、長生きへ

のもうひとつの備えとして、入院・手術費用等を保障する医療保険の取り扱いを行っております。 

今回、新たに４商品の取り扱いを開始することで、お客さまの更なる多様なニーズにお応えすることが可

能となります。 
 

≪今回取り扱いを開始する保険商品≫ 

１． 定額個人年金保険『ねんきん讃歌』 

● 正 式 名 称 ： 積立利率変動型個人年金保険 

● 引受保険会社 ： 第一フロンティア生命保険株式会社 

２．変額個人年金保険『ハイタッチ』 

   ● 正 式 名 称 ： 変額個人年金保険GF(Ⅳ型)＜年金原資保証特約（Ⅳ型）付加＞ 

   ● 引受保険会社 ： 東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社 

３．医療保険『EVER（エヴァー）』 

   ● 正 式 名 称 ： 無配当＜疾病入院保険／医療保険〔２００５〕＞ 

● 引受保険会社 ： アフラック（アメリカンファミリー生命保険会社） 

４．医療保険『健康のお守り』 

   ● 正 式 名 称 ： 医療保険（０８）B 型・６０日型・４０日型（死亡保険金不担保特則付） 

● 引受保険会社 ： 損保ジャパンひまわり生命保険株式会社 

 

各商品の主な特徴は以下の通りです。 

（商品のしくみ、費用については別紙をご参照願います） 

 

１．『ねんきん讃歌』の主な特徴 

わかりやすい仕組みの商品性 

ご加入時に年金原資額が確定する仕組みの保険商品です。 

※ 解約または減額などの際に、市場金利の変動に応じた運用資産の価値の変動を解約返還金額に反

映させる市場価格調整を行うため、解約返還金額が一時払保険料相当額を下回り、損失が生じるお

それがあります。 

ライフプランに応じた運用期間が選択可能 

お客さまのライフプランに応じて、運用期間を５年・６年・１０年の３種類から選択できます。 

※ 運用期間は、ご契約時の金利情勢によってはお取り扱いできない期間があります。 

※ 更新時を除き、運用期間を途中で変更することはできません。 

万一の際への備え 

  年金支払開始日前に被保険者がお亡くなりになった際に、死亡給付金が支払われます。 

※ 被保険者が死亡した日における積立金額もしくは解約返還金額または基本保険金額（＝一時払保



険料）のいずれか大きい金額を死亡給付金としてお支払いします。 

 

２．『ハイタッチ』の主な特徴 

一時払保険料相当額の１００％を最低保証 

運用実績にかかわらず、運用期間（契約日から１０年間）満了時の年金原資額について、一時払保険料

相当額の１００％を最低保証します。 

  ※ 運用期間中に解約・積立金の一部引出をした場合の解約払戻金額には最低保証はありません。 

お客さまの設定した運用目標に到達すれば、自動的に運用成果を確保 

お客さまに１１０％～１５０％（１０％単位）で運用目標（目標値）を設定いただきます。 

運用成果が目標値に到達した場合、運用期間満了日を繰り上げて、年金または一括でお受け取りいた

だけます。 

  ※ ご契約日から１年未満は自動運用成果確保を行いません。 

  ※ ご契約日から１年以上６年未満の場合は、積立金額から運用成果確保時費用を差し引いた金額で

目標値に到達する必要があります。 

  ※ 運用成果が思わしくなかった場合、運用成果を確保せずに運用期間が満了することがあります。 

運用状況に応じた特別勘定（ファンド）の自動移転 

運用状況に応じて、株式の組入れ比率の異なる３つの特別勘定（ファンド）を自動的に切り替えながら、

運用成果確保を目指します。 

  ※ 運用期間中・年金受取期間中は所定の費用をご負担いただきます。 

  ※ 運用状況によっては、一度も積立金の自動移転をしない場合があり、ご契約当初の特別勘定（ファ

ンド）のまま運用期間が満了する場合があります。 

 

３．医療保険『EVER（エヴァー）』・『健康のお守り』の主な特徴 

一生涯の保障 

入院や手術への備えが一生涯続きます。 

  ※ 各給付金のお支払いは、保障が始まる日（責任開始期）以後に発病した病気や、発生した不慮の 

事故によるケガを対象とします。 

  ※ 死亡・高度障害時の保障はありません。 

  ※ 『EVER（エヴァー）』の場合、ケガの入院保障は９０歳までとなります。 

日帰り（１日）入院から保障 

病気もケガも日帰り（１日）入院から入院給付金をお支払いします。 

※ 日帰り（１日）入院は入院日＝退院日の入院で、入院料の支払いの有無などを参考にして判断   

します。 

契約後の保険料は変わらず 

入院・手術の保障を一生涯、上がらない保険料で準備できます。 

長期入院や通院、特定疾病などへの備え 

様々な特約を付加することで、長期入院や通院、特定疾病などを保障します。 

※ 追加で特約保険料が必要となります。 

※ 商品により付加できる特約が異なります。 

 

 

 

 

 



 

【定額個人年金保険のご留意事項】 
● 保険商品は、当行を募集代理店とする引受保険会社の商品であり、契約の主体はお客さまと保険会社
になります。 

● 中途解約した場合には、市場金利の変動に応じた運用資産の価値の変動を解約返還金額に反映させ
る市場価格調整を行うため、解約返還金額が一時払保険料相当額を下回ることがあります（商品によ
り詳細は異なります）。 

● 生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、給付金額（最低保証を含む）、積立金額、解約
返還金額および将来の年金額等が削減されることがあります。 

 

 

【変額個人年金保険のご留意事項】 
● 保険商品は、当行を募集代理店とする引受保険会社の商品であり、契約の主体はお客さまと保険会社
になります。 

● 変額個人年金保険は、年金額や解約払戻金額が特別勘定資産の運用実績に基づいて変動する仕組
みの生命保険（変額個人年金保険）です。 

● 特別勘定（ファンド）の資産運用には、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスクな
どの投資リスクがあり、ご契約者および受取人はこれらのリスクを負うことになります。したがって、運用
成果によっては、お受け取りになる年金や解約払戻金額等の合計が、一時払保険料を下回ることがあ
り、損失が生じるおそれがあります。 

● 生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、給付金額（最低保証を含む）、積立金額、解約
払戻金額および将来の年金額等が削減されることがあります。 

 
 
 
【医療保険のご留意事項】 
● 被保険者の健康状態等によってはご契約のお引き受けができない場合があります。 
● 引受保険会社の経営破綻等により、給付金額等が削減されることがあります。 
● 保険料の一部は保険金のお支払い、また、他の一部は生命保険商品の運営に必要な経費（販売、証
券作成、維持管理の経費等）にあてられます。これらの経費は引受保険会社・保険種類・契約年齢・性
別・経過年数などによって異なるため、一律の算定方法を記載することはできません。 

● 複数の入院給付金の支払事由に該当する期間であっても、一種類の入院給付金のみをお支払いいた
します（商品により詳細は異なります）。 

● 保険料払込期間中は解約時の解約返戻（払戻）金がありません。（有期払込タイプの）保険料払込満了
後には解約時の解約返戻（払戻）金がありますが、解約返戻（払戻）金額は既払込保険料相当額を下
回ります（商品により詳細は異なります）。 

● 支払事由に該当しない場合や免責事由に該当する場合は給付金などが支払われません。 
 

 

本商品の詳細については、全国の当行本支店の窓口でご確認ください。当行は、今後も保険商品のライン
アップを充実させ、お客さまの幅広いニーズにお応えしてまいります。 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙１－１ 

『ねんきん讃歌』の仕組み（イメージ図） 

 
※ 上記はイメージ図です。 

≪ご契約のお取り扱い≫ 

一時払保険料 １００万円以上５億円以下（1 万円単位） 

運用期間 

５年、６年、１０年、１年 

※運用期間１年は、更新時のみ選択可能です。 

※ご契約時および更新時の金利情勢などによってはお取り扱いできない期間

があります。 

被保険者契約年齢

（満年齢） 

 

運用期間 

５年 ６年 １０年 

０～８５歳 ０～８４歳 ０～８０歳  

年金種類 

• 確定年金（３～７年・１０年・１５年・２０年・２５年・３０年・３５年・４０年） 
• 死亡時保証金額付終身年金 
• １０年保証期間付終身年金 
※年金の受け取りにかえて、年金原資額を一括で受け取ることも可能です。 

付加できる特約 死亡給付金の年金払特約 

諸費用 

＜ご契約時＞ 

契約時費用 

基本保険金額（＝一時払保険料）に対して 

（積立利率保証期間 ５年）２．０％ 

（積立利率保証期間 ６年）２．４％ 

（積立利率保証期間１０年）４．０％ 

＜運用期間中＞ 

直接ご負担いただく費用はありません。 

※解約または減額などの際に、市場金利の変動に応じた運用資産の価値

の変動を解約返還金額に反映させる市場価格調整を行います。 

＜運用期間の更新時＞ 

更新時費用 

積立利率保証期間の更新後の基本保険金額に対し

て 

（積立利率保証期間 1 年）０．２％ 

（積立利率保証期間 ５年）１．２％ 

（積立利率保証期間 ６年）１．４％ 

（積立利率保証期間１０年）２．４％ 

＜年金受取期間中＞ 

保険契約関係費（年金管理費）：受取年金額に対して１．０％ 

 
 

※死亡給付金は、基本保険金額（＝一時払保険料）・積立金額
　・解約返還金額のうち、いずれか大きい額となります。

一
時
払
保
険
料

年金開始時に
一括受取

年金での受け取り

年
金
原
資

死亡給付金（※）

解約返還金額積立金額

積立利率保証期間（運用期間）５年・６年・１０年



別紙１－２ 

 
【定額個人年金保険のご留意事項】 
● 保険商品は、当行を募集代理店とする引受保険会社の商品であり、契約の主体はお客さまと保険会社
になります。 

● 中途解約した場合には、市場金利の変動に応じた運用資産の価値の変動を解約返還金額に反映させ
る市場価格調整を行うため、解約返還金額が一時払保険料相当額を下回ることがあります（商品によ
り詳細は異なります）。 

● 生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、給付金額（最低保証を含む）、積立金額、解約
返還金額および将来の年金額等が削減されることがあります。 

 

 

この資料は商品の概要を説明したものです。ご検討にあたっては、「契約締結前交付書面（契約概要／注
意喚起情報）兼商品パンフレット」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙２－１ 

『ハイタッチ』の仕組み（イメージ図） 

 

※ 上記はイメージ図です。 
※ 運用成果確保時費用につきまして、ご契約日から１年以上６年未満に運用成果が確保された場合、
経過年数に応じた下表の率を基本保険金額に乗じた金額が積立金額から控除されます。 

経過年数 
１年以上 
２年未満 

２年以上 
３年未満 

３年以上 
４年未満 

４年以上 
５年未満 

５年以上 
６年未満 

６年以上 
 

率 ５．０％ ４．０％ ３．０％ ２．０％ １．０％ ０．０％ 

※仕組み図のケース①～③の場合の年金原資額については以下のとおりです。 
ケース① 
運用が好調で、設定した目標値に到達した場合、年金原資＝積立金額－運用成果確保時費用と
なります。 
≪具体例≫ 
・ 基本保険金額（一時払保険料相当額）＝１，０００万円 
・ 目標値＝１３０％ 
・ 経過年数＝契約日から４年以上５年未満（運用成果確保時費用＝２．０％） 
（a） 積立金額が１，３００万円（基本保険金額の１３０％）の場合 
目標値到達判定の計算＝１，３００万円－２０万円（※）＝１，２８０万円 ≪目標値到達まで 
２０万円の不足≫ 
⇒運用成果を確保しません。 
⇒特別勘定（ファンド）での運用は継続します。 

（b） 積立金額が１，３２０万円（基本保険金額の１３２％）の場合 
目標値到達判定の計算＝１，３２０万円－２０万円（※）＝１，３００万円 ≪目標値に到達≫ 
⇒運用成果を確保します。 
⇒特別勘定（ファンド）での運用が終了し、一般勘定（据置期間付確定年金）に移行します。
一括受取または年金受取が可能です（年金受取の場合は、運用成果確保日の翌日から
最短 1年間の据置期間が必要です）。 
※運用成果確保時費用＝基本保険金額（１，０００万円）×２．０％＝２０万円 

ケース② 
目標値に到達しなかったものの、運用期間満了時に積立金額が基本保険金額（一時払保険料相
当額）を上回った場合は、年金原資額＝積立金額となります。 
ケース③ 
目標値に到達せず、運用期間満了時に積立金額が基本保険金額（一時払保険料相当額）を下回っ
た場合は、年金原資額＝基本保険金額（＝一時払保険料相当額）となります。 
 
 
 
 
 

　≪目標値を１３０％に設定した場合≫
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開始日

運用期間（10年）

ケース③

積立金額

年金の受取

年金原資の

最低保証

ケース①
ケース②

目標値に到達した場合、運用成果を確保します。

なお、目標値到達の判定は、運用成果確保時費用を差し引いた金額で判定します。

（運用成果確保時費用は、契約日から1年以上6年未満にかかります。

6年経過以降は、運用成果確保時費用はかかりません。）

年　金　受　取

一　括　受　取

契約初期費用は

かかりません。

基
本
保
険
金
額



別紙２－２ 

≪ご契約のお取り扱い≫ 

一時払保険料 
（基本保険金額） 

２００万円～５億円（１，０００円単位） 

運用期間 １０年のみ 

被保険者契約年齢 
（満年齢） 

０～８０歳 

年金種類 
確定年金（５年・１０年・１５年・２０年・２５年・３０年・３６年） 
※運用成果を確保した場合は１年以上の据置期間が必要です。 
※年金の受け取りにかえて、年金原資額を一括で受け取ることも可能です。 

特別勘定（ファンド） 
および運用会社 

主な投資対象となる投資信託：DIAMバランス３０VA・５０VA・７０VA の３本 
運用会社：DIAM アセットマネジメント株式会社 
※株式組入比率は、それぞれ３０％・５０％・７０％となります。 

特別勘定（ファンド） 
の自動移転 

上記バランスファンド３本が、積立金額に応じて自動移転（スイッチング）しま
す。 
※判定日：毎月最終営業日の４営業日前（繰入日の翌日以降、毎月判定）とな
ります。 
※積立金自動移転日：判定日の属する月の最終営業日となります。 

目標値の設定 
１１０％～１５０％（１０％単位）の範囲で契約時に設定いただきます。 
運用成果確保前であれば、一定の条件のもと目標値の変更が可能です。 

死亡保険金 
被保険者がお亡くなりになった日の積立金額もしくは基本保険金額のいずれか
大きい金額となります。 

諸費用 

＜ご契約時＞ 
かかりません。 
＜運用期間中＞ 
• 保険関係費用（消費税対象外） 
 積立金額に対し、年率２．７８％ 
• 資産運用関係費用（※） 
投資信託運用資産に対して年率０．２１％（消費税込） 
 

※ご契約日から６年未満に解約及び一部引出しをする場合、契約日からの経
過年数に応じて基本保険金額に対して最大６．０％の解約控除が 
かかります。 
 
※ご契約日から１年以上６年未満に運用成果を確保した場合、契約日からの
経過年数に応じて基本保険金額に対して最大５．０％の運用成果確保時費
用がかかります。 
 
＜年金受取期間中＞ 
• 保険関係費用（年金管理費）：受取年金額に対して１．０％ 

 
※ 資産運用関係費は、特別勘定（ファンド）の資産運用にかかる費用で、投資信託の信託報酬などです。
また、上記のほか、信託事務に関する諸費用、有価証券の売買委託手数料等がかかる場合があり
ますが、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません。これら
の費用は、特別勘定（ファンド）がその保有資産から負担するため、お客さまに間接的にご負担いた
だき、特別勘定（ファンド）のユニット価格に反映されます。なお、運用関係費用は、運用手法の変更、
運用資産額の変動等により、将来変更される可能性があります。 

 
【変額個人年金保険のご留意事項】 
● 保険商品は、当行を募集代理店とする引受保険会社の商品であり、契約の主体はお客さまと保険会社
になります。 

● 変額個人年金保険は、年金額や解約払戻金額が特別勘定資産の運用実績に基づいて変動する仕組
みの生命保険（変額個人年金保険）です。 

● 特別勘定（ファンド）の資産運用には、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスクな
どの投資リスクがあり、ご契約者および受取人はこれらのリスクを負うことになります。したがって、運用
成果によっては、お受け取りになる年金や解約払戻金額等の合計額が、一時払保険料を下回ることが
あり、損失が生じるおそれがあります。 

● 生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、給付金額（最低保証を含む）、積立金額、解約
払戻金額および将来の年金額等が削減されることがあります。 

 

この資料は商品の概要を説明したものです。ご検討にあたっては、専用のパンフレットおよび「契約締結前
交付書面（契約概要・注意喚起情報）」「ご契約のしおり・約款」「特別勘定のしおり」を必ずご覧ください。 



別紙３－１ 

終身医療保険の仕組み（イメージ図） 

 
※ 上記の仕組図は、終身医療保険の一般的な商品性のイメージを図示したものであり、商品により  
詳細は異なります。 

『EVER（エヴァー）』≪ご契約のお取り扱い≫ 

保険期間 終身 ※ケガの入院は９０歳までの保障となります。 

保険料払込期間 

以下の３プランとなります。 
• 終身払プラン 
• 払済プラン（６０歳払済、６５歳払済） 
• 一括払プラン（１０年払済契約の全期前納払） 

被保険者契約年齢 

（満年齢） 

• 終身払プラン 
０～８０歳 
• 払済プラン 
６０歳払済：０～５５歳、６５歳払済：０～６０歳 
• 一括払プラン（全期前納払） 
０～８０歳 

コース 
以下の２コースとなります。 
• 入院給付金日額１０，０００円コース 
• 入院給付金日額 ５，０００円コース 

入院給付金 
支払日数限度 

１入院：６０日、通算：１，０９５日 

（日帰り（１日）入院から保障） 

※同一または関連性の高い原因（ケガは同一の原因）により、２回以上入院した場
合に、退院日の翌日（ケガは事故の日）からその日を含めて１８０日以内に再度入
院したときには、１回の入院とみなします。 

手術給付金額 

手術１回に対して手術の種類により以下の支払いとなります。 
• 入院給付金日額１０，０００円コース 
１００，０００円、２００，０００円、４００，０００円 
• 入院給付金日額 ５，０００円コース 
５０，０００円、１００，０００円、２００，０００円 

解約払戻金 

各プランにより、下記の通りとなります。 
• 終身払プラン 
解約払戻金はありません。 
• 払済プラン 
保険料払込期間終了後、入院給付金日額の３０倍が解約払戻金となります。 
• 一括払プラン（全期前納払） 
保険料払込期間（契約後１０年間）中：未経過保険料の払戻、 
保険料払込期間（契約後１０年間）終了後：入院給付金日額の３０倍の解約払戻金
となります。 

特約 
（特約保険料あり） 

以下の特約が付加できます。 
※追加で特約保険料が必要となります。 
• 長期入院＆通院特約 
１入院継続６１日目から１８０日目までの長期入院および５日以上の継続入院後の
通院を保障します。 
• 女性疾病特約 
女性特定の病気での入院・手術をされたとき、保障が上乗せできます。 
※一部の保障については、３ヶ月の待ち期間（保障されない期間）があります。 

保険期間（終身）

病気で入院されたときの保障≪疾病入院給付金≫

ケガで入院されたときの保障≪災害入院給付金≫

病気やケガで所定の手術を受けられたときの保障
≪手術給付金≫

加入

一
生
涯
保
障



別紙３－２ 
 
【医療保険のご留意事項】 
● 被保険者の健康状態等によってはご契約のお引き受けができない場合があります。 
● 引受保険会社の経営破綻等により、給付金額等が削減されることがあります。 
● 保険料の一部は保険金のお支払い、また、他の一部は生命保険商品の運営に必要な経費（販売、証
券作成、維持管理の経費等）にあてられます。これらの経費は引受保険会社・保険種類・契約年齢・性
別・経過年数などによって異なるため、一律の算定方法を記載することはできません。 

● 複数の入院給付金の支払事由に該当する期間であっても、一種類の入院給付金のみをお支払いいた
します（商品により詳細は異なります）。 

● 保険料払込期間中は解約時の解約払戻金がありません。（有期払込タイプの）保険料払込満了後には
解約時の解約払戻金がありますが、解約払戻金額は既払込保険料相当額を下回ります（商品により詳
細は異なります）。 

● 支払事由に該当しない場合や免責事由に該当する場合は給付金などが支払われません。 
 

 
この資料は商品の概要を説明したものです。ご検討にあたっては、専用のパンフレットおよび「契約締結前
交付書面（契約概要・注意喚起情報）」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙４ 

『健康のお守り』≪ご契約のお取り扱い≫ 

保険期間 終身 

保険料払込期間 
以下の保険料払込期間が可能です。 
• 終身払 
• ５５歳～８０歳（５歳刻み、最低１５年間）払済 

被保険者契約年齢 

（満年齢） 

０～７０歳 
※医療（０８）用三大疾病入院一時金特約を付加した場合は、６歳からと 
なります。 

プラン 入院３，０００円～２０，０００円（１，０００円刻み） 

入院給付金 
支払日数限度 

１入院：４０日型・６０日型から選択、通算：１，０００日 

（日帰り（１日）入院から保障） 

※入院の直接の原因が同一または医学上重要な関係がある入院を、退院日から
１８０日以内に繰り返された場合は、その入院の合計日数が１回の入院日数とみ
なされます。 

手術給付金額 

手術１回に対して手術の種類により、入院給付金日額の１０倍、２０倍、４０倍の 
支払いとなります。 

※手術給付金の支払対象外の場合、１日以上の入院をともなう健康保険対象
の所定の手術に対して、入院給付金日額の５倍の手術見舞金を支払います。

解約返戻金 

保険料払込期間により、下記の通りとなります。 
• 終身払 
解約返戻金はありません。 
• ５５歳～８０歳払済 
保険料払込期間中：解約返戻金はありません。 
保険料払込期間満了後：入院給付金日額の１０倍の解約返戻金となります。 

特約 
（特約保険料あり） 

以下の特約が付加できます。 
※追加で特約保険料が必要となります。 
※特約によっては、お支払事由、保険料払込免除事由において、一部異なる点があ
ります。 

• 七大生活習慣病追加給付特則 
七大生活習慣病（*１）で入院の場合、１入院最大１２０日まで保障します。 
（*１）がん（悪性新生物）、糖尿病、心疾患、高血圧疾患、脳血管疾患、 
    肝疾患、腎疾患 
• 医療（０８）用先進医療特約 
先進医療の技術料相当額を通算で１，０００万円まで保障します。 
• 医療（０８）用三大疾病入院一時金特約 
三大疾病（＊２）により入院した場合に一時金が支払われます。 
（＊２）がん（悪性新生物）、急性心筋梗塞、脳卒中 
• 医療（０８）用特定疾病診断保険料免除特約 
がん（悪性新生物）、急性心筋梗塞、脳卒中により所定の状態になった場合、以
後の保険料払込が免除されます。 

 
【医療保険のご留意事項】 
● 被保険者の健康状態等によってはご契約のお引き受けができない場合があります。 
● 引受保険会社の経営破綻等により、給付金額等が削減されることがあります。 
● 保険料の一部は保険金のお支払い、また、他の一部は生命保険商品の運営に必要な経費（販売、証
券作成、維持管理の経費等）にあてられます。これらの経費は引受保険会社・保険種類・契約年齢・性
別・経過年数などによって異なるため、一律の算定方法を記載することはできません。 

● 複数の入院給付金の支払事由に該当する期間であっても、一種類の入院給付金のみをお支払いいた
します（商品により詳細は異なります）。 

● 保険料払込期間中は解約時の解約返戻金がありません。（有期払込タイプの）保険料払込満了後には
解約時の解約返戻金がありますが、解約返戻金額は既払込保険料相当額を下回ります（商品により詳
細は異なります）。 

● 支払事由に該当しない場合や免責事由に該当する場合は給付金などが支払われません。 
 
この資料は商品の概要を説明したものです。ご検討にあたっては、専用のパンフレットおよび「契約締結前
交付書面（契約概要・注意喚起情報）」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。 


